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資料１ 



いわての森林づくり県民税情報発信業務 業務実施要領 
 

１ 業務概要 

（１） 業務名称 

いわての森林づくり県民税情報発信業務 

（２） 業務目的 

いわての森林づくり県民税（以下「県民税」という。）の趣旨及び県民税を財源として実施

している取組やその成果等を県民に広く周知し、県民の森林環境保全等に関する意識の向上

を図るとともに、森林所有者等に対し県民税事業の内容を周知し、県民税事業の活用を促す

ことを目的とする。 

（３） 業務内容 

 一般県民及び森林所有者向け周知チラシ制作・区分 

（４） 事業主体 

岩手県（担当課：農林水産部林業振興課）  

（５） 委託先 

プロポーザル実施要領に記載する応募資格を有する者 

（６） 委託期間 

契約締結の日から令和８年９月15日（火）まで  
 

２ 委託料上限額 

770,000円以内（税込） 
 

３ 契約方法 

（１） 契約方法 

企画競争による随意契約 

（２） 契約根拠 

地方自治法施行令第167条の２第１項第２号（性質又は目的が競争入札に適さない契約） 

（３） 随意契約理由 

本事業の実施にあたり、事業効果を十分に確保するためには、予算の範囲内で最も情報発

信効果の高い業務内容を提案する業者を選定し、契約することが適当であると認められるた

め。 

 

４ 募集概要 

（１） 募集方法 

資料２「プロポーザル実施要領」のとおり。 

（２） 募集期間 

令和８年６月30日（火） 午後５時まで 

（３） 審査・選考 

別途設置する「企画提案選考委員会」において、別途定める審査要領に基づき審査、選考

する。 

（４） 結果通知方法 

応募者あて通知するとともに、県ホームページで公表する。 


